
〇令和 3 年度特定計量器定期検査についてのフローチャート 

 

 

①「はかり」をどのような用途で使用していますか？ 

【取引に使用】 

・商店等で商品の売買に使用 

・農・水産物等の売買・出荷に使用 

・薬局等で調剤用に使用 

 

【証明に使用】 

・病院・学校等で健康診断に使用 

・体重測定結果を保護者に報告するために使用 

・貨物運賃の算出等に使用 

【家庭等で使用】 

・事業所等で原材料の調合に使用 

・郵便物の試しはかりとして使用 

・農家で肥料配合用の試しとして使用 

・家庭用はかり（ヘルスメーターなど） 

                   

②「検定証印」又は「基準適合証印」はありますか？

 

検査対象です！ 

③定期検査済証印

は あ り ま す か ？

 

検査実施 

検査対象ではありません 

取引・証明に使用することはできません。 

検定証印等が付されたはかりを購入する必要

があります。 

④検定証印等の年月は、定期検査の実施期日

において、表示の翌日 1 日から起算して、政

令で定める期間を経過していませんか？ 

 

省令で定めるもので、検定証印の年月が… 

・「H31.3」以前 

 →3 年の免除期間 

・「H31.4」以降 

 →1 年の免除期間 

有無

有

無

経過して

いる 

検査免除 

経過していない 


